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証券コード ４７６２ 

平成24年６月11日 

株 主 各 位 
東京都新宿区荒木町13番地４ 

株 式 会 社 エ ッ ク ス ネ ッ ト 

代 表 取 締 役 社 長  鈴 木 邦 生 

 

第２１回定時株主総会招集ご通知 

 

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、当社第21回定時株主総会を下記の通り開催いたしますので、ご出席下さい

ますようご通知申し上げます。 

 なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができます

ので、後記の株主総会参考書類をご検討下さいまして、お手数ながら、同封の議決

権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成24年６月26日（火曜日）

午後５時までに到達するようご返送下さいますようお願い申し上げます。 

敬 具 

 

記 

１．日  時 平成24年６月27日（水曜日）午前10時 

２．場  所 東京都新宿区市谷本村町四丁目１番地 

ホテル グランドヒル市ヶ谷 新館２階「白樺の間」 

（末尾記載の会場ご案内図をご参照下さい。） 
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３．目的事項 

報告事項 第21期（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで）事業報告

及び計算書類報告の件 

決議事項 

第１号議案 剰余金の処分の件 

第２号議案 取締役９名選任の件 

第３号議案 監査役３名選任の件 

 

以 上 

  

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提

出下さいますようお願い申し上げます。 

なお、株主総会参考書類、事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、イン

ターネット上の当社ウェブサイト（http://www.xnet.co.jp）に掲載させてい

ただきます。 
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（提供書面） 
 

 事業報告  

平成23年４月１日から 

平成24年３月31日まで 

 

１．会社の現況 

(1) 当事業年度の事業の状況 

① 事業の経過及びその成果 

（売上高） 

当期は、中核商品である「ＸＮＥＴサービス」の売上高が3,293百万円

となり、機器販売等も含めた売上高は3,370百万円（前期比1.0％増）とな

りました。 

国内のIT市場の環境は依然として厳しい状況が続いております。当社の

「ＸＮＥＴサービス」はサービスの品質、コストにおいて競争力を発揮し、

着実に新規顧客の獲得が進むことで第３四半期まで若干の増収となってお

りましたが、第４四半期においていくつかの解約が発生し、通期において

は前期並の結果となりました。 

機器販売等の売上高は、76百万円（前期比76.2％増）となりました。 

当期の売上高の内訳は以下の通りです。 

平成23年３月期 平成24年３月期 
品  目 

金 額 構成比 金 額 構成比 前期比 

ＸＮＥＴサービス 
百万円

3,293 

％

98.7 

百万円

3,293 

％ 

97.7 

％

△0.0 

機 器 販 売 等 43 1.3 76 2.3 ＋76.2 

合  計 3,337 100.0 3,370 100.0 ＋1.0 
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（営業利益、経常利益、当期純利益） 

当期の利益については、売上高が横ばいとなったのに対して、将来の

「ＸＮＥＴサービス」の発展につなげるための人材の確保や開発費の発生

などにより、売上原価は増加しております。 

その結果、営業利益678百万円（前期比16.6％減）、経常利益709百万円

（前期比14.7％減）と減益となりました。収益性については売上高営業利

益率20.1％、売上高経常利益率21.1％と引き続き高水準を維持しておりま

す。 

当期純利益は投資有価証券評価損１百万円を計上し、390百万円（前期

比18.1％減）となりました。 
 

② 設備投資の状況 

特記すべき設備投資はありません。 

③ 資金調達の状況 

特記すべき資金調達はありません。 

 

(2) 直前３事業年度の財産及び損益の状況 
 

期 別 

区 分 
第18期 

(平成21年3月期)

第19期 
(平成22年3月期)

第20期 
(平成23年3月期) 

第21期 

(当事業年度)
(平成24年3月期)

売 上 高 (百万円) 3,217 3,189 3,337 3,370

当 期 純 利 益 (百万円) 424 460 476 390

１株当たり当期純利益 (円) 10,273.85 11,141.13 11,537.65 9,444.85

純 資 産 (百万円) 4,783 5,012 5,257 5,416

総 資 産 (百万円) 5,356 5,632 5,885 6,108

１株当たり純資産額 (円) 115,793.55 121,344.80 127,272.34 131,117.18

（注）売上高には、消費税等は含んでおりません。 
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(3) 重要な親会社及び子会社の状況 

① 親会社の状況 

当社の親会社はＮＴＴデータで、同社は当社の株式21,067株（出資比率

51％）を保有しております。 

② 重要な子会社の状況 

該当事項はありません。 
 

(4) 対処すべき課題 

当社の経営の基本方針は、極めて明確で、「ＸＮＥＴサービス」のみを推進

して行くということです。この方針はいささかも変わっておりません。 

企業において、ビジネスを支えるインフラであり、ライフラインでもあり、

戦略的な意味をも含むＩＴをどのように保有するのかまたは利用するのかが

引き続き問われています。クラウドコンピューティングで機器・ネットワー

クの所有の問題が問われアウトソーシング化が進んでいるように、ソフトウ

ェアの分野でもアウトソーシング化が進んでいます。そういった状況のもと

で当社は、ソフトウェアの分野においては、業務知識を共有するユーザーが

共通するプラットフォーム上でアウトソーシングされたシステムを利用する

方法は合理的であると考えます。 

ＩＴにおいては、アウトソーシングが、ハード＆ネットワークのみならず、

ソフトにおいても主流になってきていることで、当社の得意とする資産運用

の業務アプリケーションサービスを軸に、サービスとしてのシステム提供に

引き続き注力してまいります。 

また、継続したサービスの中で、技術のトレンドに合わせたリニューアル

作業にも注力してまいります。 

ＣＰＵの高速化・ネットワークの大容量化の速度に合わせるように、ビジ

ネスのグローバル化・スピード化は益々進展しています。それに呼応した

「サービスを提供できる開発力・それを担う人材力を鍛えていく」ことが、

当社の発展のために欠かせない課題と捉えております。 
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ＮＴＴデータグループの会社としては、グループの商品戦力の一端をどの

ように支援できるのか、または担えるかをグループ各社と共同して取り組ん

でいくことが、引き続き課題であり、経営の方針であります。 

 

(5) 主要な事業内容（平成24年３月31日現在） 

当社は、「ＸＮＥＴサービス」を唯一の商品として事業を展開しております

が、付帯的な事業として「ＸＮＥＴサービス」に使用するコンピュータ等の

販売代理業務も行っております。 

 

(6) 主要な営業所（平成24年３月31日現在） 

本社  東京都新宿区荒木町13番地４ 

 

(7) 使用人の状況（平成24年３月31日現在） 
 

使用人数 前事業年度末比増減 平均年齢 平均勤続年数 

158（13）名 ＋3（±0）名 34.1歳 5.5年 

（注）１．使用人数の増加は業務拡大によるものです。 

２．使用人数は就業員数であり、派遣社員は（ ）内に年間の平均人数を外数で記載し

ております。 

 

(8) 主要な借入先の状況 

該当事項はありません。 
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２．株式の状況（平成24年３月31日現在） 

(1) 発行可能株式総数 164,768株 

(2) 発行済株式の総数 41,308株 （うち自己株式０株） 

(3) 株主数 2,676名 

(4) 大株主 
 

株 主 名 持株数 持株比率

 株 ％

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 21,067 51.0 

小林 親一 1,793 4.3 

吉川 征治 1,239 3.0 

渡邊 久和 1,239 3.0 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 

（退職給付信託口・ＴＩＳ株式会社口） 
675 1.6 

鈴木 邦生 555 1.3 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（信託口） 
456 1.1 

茂谷 武彦 282 0.7 

村上 重昭 260 0.6 

坂本 洋介 225 0.5 
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３．新株予約権等の状況 

該当事項はありません。 

 

４．会社役員の状況 

(1) 取締役及び監査役の状況（平成24年３月31日現在） 
 

会社における地位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況 

代表取締役社長 鈴 木 邦 生  

代表取締役副社長 寺 山 和 久  

専 務 取 締 役 小 林 親 一  

取 締 役 茂 谷 武 彦  

取 締 役 坂 本 洋 介  

取締役（非常勤） 釘 宮 英 治 
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 副事業本部長 

取締役（非常勤） 土  橋   謙 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部  

金融ＩＴサービス事業部長 

取締役（非常勤） 早 津 英 哉 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 金融ＩＴサービス事業部

システム開発統括部長 

取締役（非常勤） 木 村 千 彫 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

パブリック＆フィナンシャル事業推進部 

事業推進部長 

常 勤 監 査 役 會 田   寛  

監 査 役 大 橋 孝 郎  

監 査 役 明 田 雅 昭 
青葉ナレッジ・コンサルティング代表 

武蔵大学経済学部講師 

（注）１．取締役 釘宮英治氏、土橋謙氏、早津英哉氏及び木村千彫氏は、社外取締役であり

ます。 

２．監査役全員は、社外監査役であります。 

３．平成23年６月24日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって、取締役 山田英司

氏、西村和浩氏、臼井紳一氏及び吉村洋史氏は任期満了により退任いたしました。 

４．平成23年６月24日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって、監査役 並川淳氏

及び眞田幸昌氏は辞任により退任いたしました。 

５．当社は、監査役 大橋孝郎氏、監査役 明田雅昭氏を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 
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(2) 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額 
 

区  分 支給人員 支給額 

取 締 役 5名 162百万円 

監 査 役 5名 23百万円 

(うち社外監査役) (5名) (23百万円)

合  計 10名 186百万円 

(うち社外役員) (5名) (23百万円)

（注）１．当事業年度末現在の取締役は９名（うち社外取締役４名）、監査役は３名（うち社

外監査役３名）であります。上記の取締役及び監査役の支給人員と相違しており

ますのは、平成23年６月24日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任し

た監査役２名が含まれていることと、無報酬の取締役が４名在任しているためで

あります。 

２．取締役の報酬限度額は、平成22年６月25日開催の定時株主総会決議において、役

員賞与を含め年額500百万円以内と決議いただいております。 

３．監査役の報酬限度額は、平成22年６月25日開催の定時株主総会決議において、役

員賞与を含め年額100百万円以内と決議いただいております。 

４．支給額には、当事業年度に係る役員賞与24百万円（取締役５名に対し24百万円）

が含まれております。 

 

(3) 社外役員に関する事項 

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係 

・取締役 釘宮英治氏、土橋謙氏、早津英哉氏及び木村千彫氏は、株式会

社エヌ・ティ・ティ・データに所属しております。同社は当社の親会社

であります。 

・監査役 明田雅昭氏は、青葉ナレッジ・コンサルティング代表及び武蔵

大学経済学部の講師であります。当社と兼職先の間には特別の関係はあ

りません。 
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② 当事業年度における主な活動状況 
 

 活動状況 

取締役 釘宮  英治 

平成23年６月24日就任以降に開催された取締役会４回のうち３回

に出席いたしました。主に当業界における豊富な経験から、必要

に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。 

取締役 土橋   謙 

平成23年６月24日就任以降に開催された取締役会４回のうち３回

に出席いたしました。主に当業界における豊富な経験から、必要

に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。 

取締役 早津  英哉 

平成23年６月24日就任以降に開催された取締役会４回のうち４回

に出席いたしました。主に当業界における豊富な経験から、必要

に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。 

取締役 木村  千彫 

平成23年６月24日就任以降に開催された取締役会４回のうち３回

に出席いたしました。主に当業界における豊富な経験から、必要

に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。 

監査役 會田   寛 

当事業年度に開催された取締役会６回のうち６回、監査役会12回

のうち12回に出席いたしました。主に企業経営の豊富な経験及び

知見に基づいた発言を行っております。 

監査役 大橋  孝郎 

平成23年６月24日就任以降に開催された取締役会４回のうち４

回、監査役会10回のうち10回に出席いたしました。主に企業経営

の豊富な経験及び知見に基づいた発言を行っております。 

監査役 明田  雅昭 

平成23年６月24日就任以降に開催された取締役会４回のうち４

回、監査役会10回のうち10回に出席いたしました。主に企業経営

の豊富な経験及び知見に基づいた発言を行っております。 

 

③ 責任限定契約の内容の概要 

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に

基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。 

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める 低責任限度

額としております。 
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５．会計監査人の状況 

(1) 名称 

有限責任 あずさ監査法人 
 

(2) 報酬等の額 

① 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,500千円 

当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金

融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておりませんので、

上記金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。 

② 会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 19,500千円 

③ 非監査業務の内容 

該当事項はありません。 
 

(3) 会計監査人の解任・不再任の決定の方針 

会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合、会計監査

人としてふさわしくない非行があった場合等、会社法第340条第１項各号に該

当すると判断したときには、監査役会は会計監査人の解任を決定いたします。

また、会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断さ

れるときには、解任または不再任の議案を株主総会に提出いたします。 
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６．業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項 

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下の通

りであります。 

この基本方針に基づき業務の適正を確保していくとともに、今後もより効果的

な内部統制の体制を構築できるよう継続的な改善を図ってまいります。 

 

(1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制 

当社は、コンプライアンスに関する社内の諸規定を定め、取締役及び使用

人に法令及び定款の遵守を徹底する。社長の任命のもとで取締役から会社全

体のコンプライアンスを統括するコンプライアンスオフィサーを置いている。 

コンプライアンスオフィサーまたはそれを補佐する者は、取締役及び使用

人が業務の運営に際しコンプライアンスを重要課題としてとらえるように、

機会を利用して指導する。 

 

(2) 損失の危機の管理に関する規程その他の体制 

当社は、安全リスクに関する規程として、「情報セキュリティポリシー」等

を定め、業務の安全に取り組んでいる。経理・財務面においては、社内では

現金を取り扱わない、事務を別会社に委託し社内では確認及び決裁のみ行う

ように、事務と確認・決裁を分離している。 

有事においては、社長が統括して取締役会が危機管理にあたることとする。

平時においては、各グループ単位でリスクの低減に取り組む。 
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(3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、事業所が１箇所で、間仕切りのない１フロアで運営され、社長以

下監査役も含めた全役員が一堂に会しており、役員同士が必要なときに機動

的に打合わせが可能な状況にしている。定期・非定期の取締役会の他、経営

会議や、週１回役員を含めたグループリーダーの会議を持ち、業務執行に関

する事項の意思決定を機動的に行っている。極力、文書、印鑑による業務執

行を廃して、ほとんどの社内業務は役職員間の社内ネットワークを経由する

伝票（申請、決裁、業務報告等）のかたちで行い、業務処理の迅速化を図る。

当該伝票は、社長以下取締役、監査役も含めた役員相互で確認が可能になっ

ている。 

 

(4) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

前述した役職員間の伝票や情報の他、役員会議事録、資料等の保存は社内

ネットワークを経由して電子的に保存する。文書で保存が必要とされるもの

は文書で保存する。保存及び管理に関しては、法令及び社内の関連諸規程に

基づく。 

 

(5) 監査役の職務を補助すべき使用人 

現在、監査役の業務を補助する専任の使用人は置いていないが、必要な場

合には取締役と監査役の合意の上でスタッフが監査業務を補助する。なお、

当該スタッフは取締役からの独立性を確保する。 
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(6) 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確

保するための体制 

重要事実が発生した場合は、「コンプライアンス・マニュアル」に基づき取

締役及び使用人は直ちにコンプライアンスオフィサーに報告する。原則とし

て、コンプライアンスオフィサーまたはそれを補佐する者が速やかに監査役

に対して重要事実の発生を報告する。また、必要に応じて他の取締役及び使

用人が監査役に報告することができる。 

監査役は社内業務に関する役職員間の伝票（申請、報告、決裁）のやり取

りを社内ネットワークで参照が可能になっている。また、監査役は、取締役

会はもとより必要があれば取締役と協議の上で社内の主要会議に出席し、意

見をのべることができる。出席できなかった場合は、審議事項について報告

を受け、または議事録及び資料等の提出を求めることができる。その他、監

査役の監査は監査役監査規程で定めている。 

 

(7) 当該株式会社ならびにその親会社からなる企業集団における業務の適正を

確保するための体制 

当社の親会社である株式会社エヌ・ティ・ティ・データとは、相互の自主

性・自律性を十分に尊重しつつ連携を図るとともに、当社における一定の重

要事項について、親会社との間で協議または報告を行わなければならないも

のとする。 

親会社及びその企業集団との間の取引については、法令に従い適切に行う

ことはもとより、適正な財務状況報告が行われる体制を整備する。 
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貸 借 対 照 表 

（平成24年３月31日現在） 

 

（単位：千円） 

資 産 の 部 負 債 の 部 

科     目 金  額 科     目 金  額 

流 動 資 産 3,882,442 流 動 負 債 486,838

現 金 及 び 預 金 2,737,685 買 掛 金 10,983

売 掛 金 137,769 未 払 金 140,266

商 品 及 び 製 品 319 未 払 費 用 44,492

前 払 費 用 12,015 未 払 法 人 税 等 163,683

繰 延 税 金 資 産 50,060 未 払 消 費 税 等 16,088

関係会社預け金 943,411 前 受 金 630

そ の 他 5,992 預 り 金 23,283

貸 倒 引 当 金 △4,811 賞 与 引 当 金 87,269

固 定 資 産 2,225,822 そ の 他 141

有 形 固 定 資 産 34,648 固 定 負 債 205,237

建 物 14,213 退職給付引当金 203,293

工具、器具及び備品 20,434 資 産 除 去 債 務 1,943

無 形 固 定 資 産 497,349 負 債 合 計 692,075

ソ フ ト ウ ェ ア 426,493 純 資 産 の 部 

ソフトウェア仮勘定 69,863 株 主 資 本 5,416,188

電 話 加 入 権 993 資 本 金 783,200

投資その他の資産 1,693,824 資 本 剰 余 金 1,461,260

投 資 有 価 証 券 1,118,512 資 本 準 備 金 1,461,260

敷金及び保証金 150,532 利 益 剰 余 金 3,171,728

長 期 預 金 340,000 利 益 準 備 金 17,397

繰 延 税 金 資 産 84,780 その他利益剰余金 3,154,331

 繰越利益剰余金 3,154,331

 純 資 産 合 計 5,416,188

資  産  合  計 6,108,264 負債・純資産合計 6,108,264

（記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。） 
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損 益 計 算 書 

（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで） 

 

（単位：千円） 

科     目 金     額 

売 上 高 3,370,320

売 上 原 価 2,269,723

売 上 総 利 益 1,100,597

販売費及び一般管理費 422,269

営 業 利 益 678,327

営 業 外 収 益 

受 取 利 息 7,757

有 価 証 券 利 息 15,988

貸 倒 引 当 金 戻 入 額 6,130

雑 収 入 1,744 31,620

経 常 利 益 709,947

特 別 損 失 

投資有価証券評価損 1,150 1,150

税 引 前 当 期 純 利 益 708,797

法人税、住民税及び事業税 334,100

法 人 税 等 調 整 額 △15,450 318,650

当 期 純 利 益 390,147

（記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。） 
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株主資本等変動計算書 

（平成23年４月１日から平成24年３月31日まで） 
 

（単位：千円） 

株主資本   

 資本金   

  当期首残高 783,200

  当期変動額   

   当期変動額合計 －

  当期末残高 783,200

 資本剰余金   

  資本準備金   

   当期首残高 1,461,260

   当期変動額   

    当期変動額合計 －

   当期末残高 1,461,260

 利益剰余金   

  利益準備金   

   当期首残高 17,397

   当期変動額   

    当期変動額合計 －

   当期末残高 17,397

  その他利益剰余金   

   繰越利益剰余金   

    当期首残高 2,995,508

    当期変動額   

     剰余金の配当 △231,324

     当期純利益 390,147

     当期変動額合計 158,822

    当期末残高 3,154,331

  利益剰余金合計   

   当期首残高 3,012,905

   当期変動額   

    剰余金の配当 △231,324

    当期純利益 390,147

    当期変動額合計 158,822

   当期末残高 3,171,728

 株主資本合計   

  当期首残高 5,257,365

  当期変動額   

   剰余金の配当 △231,324

   当期純利益 390,147

   当期変動額合計 158,822

  当期末残高 5,416,188
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（単位：千円） 

純資産合計   

 当期首残高 5,257,365

 当期変動額   

  剰余金の配当 △231,324

  当期純利益 390,147

  当期変動額合計 158,822

 当期末残高 5,416,188
  

（記載金額は、千円未満を切捨てて表示しております。） 
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［個別注記表］ 
 

１．重要な会計方針に係る事項 

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

その他有価証券 

・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均

法により算定） 

・時価のないもの 移動平均法による原価法 

(2) 固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産 ········定率法 

無形固定資産 ········定額法 

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

(3) 引当金の計上基準 

貸倒引当金 ··········債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

賞与引当金 ··········従業員の賞与の支出に備えるため、賞与支給見込額

の当事業年度負担額を計上しております。 

退職給付引当金 ······従業員の退職給付に備えるため、「退職給付会計に

関する実務指針（中間報告）」（日本公認会計士協会 

会計制度委員会報告第13号）に定める簡便法（期末

自己都合要支給額を退職給付債務とする方法）によ

り、当事業年度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 
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(4) 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(5) 追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正に

より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第

24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を

適用しております。 
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２．貸借対照表に関する注記 

(1) 関係会社に対する金銭債権債務 

① 短期金銭債権 944,130千円 

② 短期金銭債務 680千円 

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 136,361千円 

 

３．損益計算書に関する注記 

関係会社との取引高 

営業取引による取引高 

(1) 売上原価 11,997千円 

(2) 販売費及び一般管理費 26,170千円 
 

営業取引以外の取引による取引高 3,254千円 
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４．株主資本等変動計算書に関する注記 

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数 

普通株式  41,308株 

(2) 配当に関する事項 

① 配当金支払額等 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月24日 
定時株主総会 

普通株式 115,662 2,800 平成23年３月31日 平成23年６月27日

平成23年10月26日 
取締役会 

普通株式 115,662 2,800 平成23年９月30日 平成23年11月28日

 

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年

度となるもの 

平成24年６月27日開催予定の第21回定時株主総会において次の通り付議

いたします。 
 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成24年６月27日 
定時株主総会 

普通株式 115,662 利益剰余金 2,800 平成24年３月31日 平成24年６月28日

 

５．税効果会計に関する注記 

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 

繰延税金資産  

未払事業税否認  13,100千円

未払事業所税否認  1,740千円

賞与引当金  33,170千円

退職給付引当金損金算入限度超過額  72,450千円

ソフトウェア仮勘定  10,270千円

資産除去債務  700千円

その他  3,760千円

繰延税金資産合計  135,190千円

繰延税金負債  

資産除去債務に対応する除去費用  350千円

繰延税金負債合計  350千円

繰延税金資産の純額  134,840千円
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(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異

があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 
 

法定実効税率  40.6％  

（調整）    

交際費等永久に損金に算入されない項目  0.4％  

住民税均等割等  0.4％  

役員賞与  1.4％  

税率変更による期末繰延税金資産の減額修正  2.2％  

その他  0.0％  

税効果会計適用後の法人税等の負担率  45.0％  
 

(3) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の

一部を改正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復

興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平

成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後

に開始する事業年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行わ

れることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

に使用する法定実効税率は従来の40.69％から、平成24年４月１日に開始する

事業年度から平成26年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時

差異については38.01％に、平成27年４月１日に開始する事業年度以降に解消

が見込まれる一時差異については35.64％となります。この税率変更により、

繰延税金資産は15,730千円減少（繰延税金負債は50千円減少）し、法人税等

調整額は15,680千円増加しております。 

 

６．リースにより使用する固定資産に関する注記 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、複写機、電子計算機及びその周辺機器

の一部については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しておりま

す。 
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７．金融商品に関する注記 

(1) 金融商品の状況に関する事項 

① 金融商品に対する取組方針 

投機的な取引は行いません。また、設備投資も自己資本の範囲内で行い、

新たな資金調達は行わない方針であります。 

② 金融商品の内容及びそのリスク 

現金及び預金に含まれるデリバティブ内包型預金は、満期日において元

本金額が全額支払われ安全性は高いものでありますが、市場リスクが内在

しております。 

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。 

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券であり、市場価格リスクに晒

されております。 

営業債務である買掛金はそのほとんどが１ヶ月以内の支払期日でありま

す。 

③ 金融商品に係わるリスク管理体制 

a. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係わるリスク）の管理 

営業債権については、経理規程に従い、請求担当部門が取引先の状況

を常にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するととも

に、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っており

ます。 

b. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理 

現金及び預金に含まれるデリバティブ内包型預金については、定期的

に時価を把握する体制をとっております。 

外貨建金融商品は保有していないため、為替変動リスクはありません。 

投資有価証券については、市況や取引先企業との関係を勘案して保有

状況を継続的に見直しております。 

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場

合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定にお

いては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することがあります。 
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(2) 金融商品の時価等に関する事項 

平成24年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につ

いては、次の通りであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認

められるものは含まれておりません（（注）２．参照）。 
 

 
貸借対照表計上額 

（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

（1）現金及び預金 2,737,685 2,737,071 △613 

（2）売掛金 137,769 137,769 － 

（3）関係会社預け金 943,411 943,411 － 

（4）投資有価証券 1,118,311 1,117,401 △910 

（5）長期預金 340,000 339,222 △777 

資産計 5,277,177 5,274,876 △2,301 

（1）買掛金 10,983 10,983 － 

（2）未払金 140,266 140,266 － 

（3）未払法人税等 163,683 163,683 － 

（4）未払消費税等 16,088 16,088 － 

負債計 331,021 331,021 － 

 

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

資 産 

(1) 現金及び預金 

現金及び預金のうち、デリバティブ内包型預金の時価は、取引金融機関から

提示された価格によっております。また、その他の現金及び預金は、短期間で

決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によ

っております。 

(2) 売掛金、（3）関係会社預け金 

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。 

(4) 投資有価証券 

投資有価証券は債券であり、取引金融機関等から提示された価格によってお

ります。 

(5) 長期預金 

長期預金の時価は、そのキャッシュフローを国債利回り等適切な指標から算

出した利率で割り引いた現在価値より算定しております。 

負 債 

(1) 買掛金、（2）未払金、（3）未払法人税等、（4）未払消費税等 

これらは、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることか

ら、当該帳簿価額によっております。 
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２．時価を評価することが極めて困難と認められる金融商品 

非上場株式（貸借対照表計上額201千円）は市場価格がなく、時価を把握すること

が極めて困難と認められることから上表には含めておりません。また、敷金及び保

証金（貸借対照表計上額150,532千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・

フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められ

るため、上表には含めておりません。 
 

３．金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額 
 

 
１年以内 

（千円） 

１年超 

５年以内 

（千円） 

５年超 

10年以内 

（千円） 

10年超 

（千円） 

現金及び預金 2,737,685 － － －

売掛金 137,769 － － －

関係会社預け金 943,411 － － －

投資有価証券  

満期保有目的の債券  

社債 － 100,000 1,000,000 －

長期預金 － 340,000 － －

合 計 3,818,866 440,000 1,000,000 －

 

８．賃貸等不動産に関する注記 

該当事項はありません。 

 

９．関連当事者との取引に関する注記 

(1) 関連当事者との取引 

親会社及び法人主要株主等 

種類 
会社等の名称 

又は氏名 
所在地 

資本金又は 

出資金(千円) 

事業の内容 

又は職業 

議決権等の所有

(被所有)割合(％)

関連当事者

との関係
取引の内容 

取引金額 

(千円) 
科目

期末残高

(千円)

預入 603,254 
親会社 

㈱エヌ･ティ･ 

ティ･データ 
東京都江東区 142,520,000 

システムインテグ

レーション事業

(被所有) 

直接 51.0 
役員の兼任等

資金の
預託 受取利息 3,254 

関係会社

預け金
943,411

（注）１．㈱エヌ・ティ・ティ・データが導入しているグループキャッシュマ

ネジメントシステムに参加していることから生じております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針等 

利率は市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

３．取引金額に消費税等は含んでおりません。 

(2) 親会社又は重要な関連会社 

親会社情報 

㈱エヌ・ティ・ティ・データ（東京証券取引所に上場） 
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10．１株当たり情報に関する注記 

(1) １株当たり純資産額 131,117円18銭 

(2) １株当たり当期純利益 9,444円85銭 

 

11．重要な後発事象に関する注記 

該当事項はありません。 

 

12．資産除去債務に関する注記 

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの 

(1) 当該資産除去債務の概要 

住友不動産四谷ビルの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。 

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法 

使用見込期間を取得から15年と見積り、割引率は2.3%を使用して資産除去

債務の金額を計算しております。 

(3) 当事業年度における当該資産除去債務の総額の増減 
 

期首残高 1,538千円 

有形固定資産の取得に伴う増加額 362千円 

時の経過による調整額 42千円   

期末残高 1,943千円 
  

 



－ 28 － 

13．退職給付関係に関する注記 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けるほか、総合設

立方式の全国情報サービス産業厚生年金基金制度に加入しております。 

(2) 全国情報サービス産業厚生年金基金制度に関する事項 

① 制度全体の積立状況に関する事項（平成23年３月31日現在） 
 

年金資産の額 435,835,227千円 

年金財政計算上の給付債務の額 491,116,514千円   

差引額 △55,281,286千円   
 

② 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 0.13％ 

③ 補足説明 

上記①の差引額の主な要因は、年金財政計算上の繰越不足金であります。 

(3) 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務の算定は、簡便法によっております。 
 

退職給付債務 203,293千円 

退職給付引当金 203,293千円 

(4) 退職給付費用に関する事項 
 

退職給付費用 161,617千円 

（注）退職給付費用には、厚生年金基金への拠出額を含めております。 

(5) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

当社は、簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しており

ません。 
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計算書類に係る会計監査報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書  
 

平成２４年５月２３日

株式会社エックスネット 

 取締役会 御中 

有限責任 あ ず さ 監 査 法 人  

指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 櫻 井 清 幸 ○印

 
指定有限責任社員

業務執行社員
公認会計士 梅 谷 哲 史 ○印

 
 当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社エックスネットの平成

23年４月１日から平成24年３月31日までの第21期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を

行った。 

 

計算書類等に対する経営者の責任 

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計
算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。 
 

監査人の責任 

 当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及び
その附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公
正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書
類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、
監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。 
 監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書
類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査
の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採
用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体とし
ての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。 
 当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。 
 

監査意見 

 当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 
 

利害関係 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。 
 

以 上 



－ 30 － 

監査役会の監査報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

監 査 報 告 書 
 
 当監査役会は、平成23年４月１日から平成24年３月31日までの第21期事業年度の取締
役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査
報告書を作成し、以下の通り報告いたします。 
 

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容 
 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び
結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。 
 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分
担等に従い、取締役、使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備
に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等
を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、取締役の職
務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務
の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されてい
る体制（内部統制システム）の状況を監視及び検証いたしました。以上の方法に基づ
き、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。 
 さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを
監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受
け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監
査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備して
いる旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事
業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注
記表）及びその附属明細書について検討いたしました。 

 

２．監査の結果 

(1) 事業報告等の監査結果 
一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示

しているものと認めます。 
二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大

な事実は認められません。 
三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。ま

た、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執行についても、指摘すべ
き事項は認められません。 

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果 
会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。 

 
平成24年５月24日 

株式会社エックスネット監査役会 

常勤監査役（社外監査役） 會 田   寛 ○印 

社外監査役 大 橋 孝 郎 ○印 

社外監査役 明 田 雅 昭 ○印 
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株主総会参考書類 

 

議案及び参考事項 

第１号議案 剰余金の処分の件 

第21期の期末配当につきましては、当期の業績その他諸般の事情を勘案い

たしまして、下記の通りとさせていただき、株主の皆様のご支援にお応えし

たいと存じます。 

期末配当に関する事項 

１．配当財産の種類 

金銭 

２．株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額 

当社普通株式１株につき 金2,800円 総額115,662,400円 

３．剰余金の配当が効力を生じる日 

平成24年６月28日 

 

第２号議案 取締役９名選任の件 

本総会終結の時をもって、取締役全員（９名）は任期満了となります。 

つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。 

取締役候補者は次の通りであります。 

 

候補者 

番号 

氏
ふり

 名
がな

 

（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 

（重要な兼職の状況） 

所有する当社

株 式 数

１ 
鈴木
す ず き

 邦生
く に お

 

(昭和28年２月14日生) 

昭和52年４月 株式会社野村総合研究所入社 

平成６年１月 当社入社 

平成14年６月 当社取締役 

 代表取締役社長（現任） 

555株
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候補者 

番号 

氏
ふり

 名
がな

 

（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 

（重要な兼職の状況） 

所有する当社

株 式 数

２ 
寺山
てらやま

 和久
かずひさ

 

(昭和25年４月５日生) 

昭和48年４月 日本電信電話公社入社 

昭和63年７月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 

（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 

金融システム事業部担当部長 

平成15年４月 エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株

式会社 資金証券システム事業部長 

平成15年６月 同社 取締役 資金証券システム事業部長 

平成21年６月 当社代表取締役副社長（現任） 

－

３ 
小林
こばやし

 親一
しんいち

 

(昭和22年10月12日生) 

昭和47年４月 株式会社野村総合研究所入社 

平成３年６月 当社設立 

 専務取締役（現任） 

1,793株

４ 
茂
も

谷
たに

 武彦
たけひこ

 

(昭和37年２月27日生) 

昭和59年４月 野村證券株式会社入社 

平成４年３月 当社入社  

取締役（現任） 

282株

５ 
坂本
さかもと

 洋介
ようすけ

 

(昭和34年８月19日生) 

昭和59年４月 ヤマト運輸株式会社入社 

昭和62年９月 八木ユーロ株式会社入社 

昭和63年10月 株式会社共同通信社入社 

平成３年５月 ＳＧウォーバーグ東京支店入社 

平成６年３月 当社入社  

取締役（現任） 

225株

６ 
釘宮
くぎみや

 英
えい

治
じ

 

(昭和34年６月２日生) 

昭和57年４月 日本電信電話公社入社 

平成22年９月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ  

第一金融事業本部 副事業本部長 

平成23年６月 当社取締役（現任） 

（重要な兼職の状況） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 副事業本部長 

－

７ 
土橋
つちはし

 謙
けん

 

(昭和38年６月15日生) 

昭和62年４月 日本電信電話株式会社入社 

平成21年10月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ  

パブリック＆フィナンシャル事業推進部 

グローバル推進部長 

平成23年６月 当社取締役（現任） 

（重要な兼職の状況） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 

金融ＩＴサービス事業部長 

－

８ 
早津
は や つ

 英哉
ひ で や

 

(昭和39年２月９日生) 

昭和63年４月 日本電信電話株式会社入社 

平成21年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 金融ＩＴサービス事業部 

第二システム開発統括部長 

平成23年６月 当社取締役（現任） 

（重要な兼職の状況） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 金融ＩＴサービス事業部 

システム開発統括部長 

－
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候補者 

番号 

氏
ふり

 名
がな

 

（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 

（重要な兼職の状況） 

所有する当社

株 式 数

※ 

９ 

小野
お の

 修 一
しゅういち

 

(昭和41年10月25日生) 

平成２年４月 エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社 

(現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ)入社 

平成23年７月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 企画部長 

（重要な兼職の状況） 

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 

第一金融事業本部 企画部長 

－

（注）１．※印は、新任取締役候補者であります。 

２．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 

３．釘宮英治氏、土橋謙氏、早津英哉氏及び小野修一氏は、社外取締役候補者であり

ます。 

４．釘宮英治氏、土橋謙氏、早津英哉氏及び小野修一氏は、株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・データにおいて当社を所管する部門の重要な役職を勤めており、当社の経営

に係る事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしていただけるもの

と判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。 

５．釘宮英治氏、土橋謙氏、早津英哉氏及び小野修一氏は、株式会社エヌ・ティ・テ

ィ・データより使用人として給与等を受ける予定があり、過去２年間においても

受けております。 

６．釘宮英治氏、土橋謙氏、早津英哉氏及び小野修一氏は、過去５年間において、株

式会社エヌ・ティ・ティ・データの業務執行者であり、現在も同社の業務執行者

であります。 

７．釘宮英治氏、土橋謙氏及び早津英哉氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、

社外取締役としての在任期間は、各氏とも本株主総会終結の時をもって１年とな

ります。 

８．当社は、釘宮英治氏、土橋謙氏及び早津英哉氏との間で、会社法第423条第１項の

損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その内容は本招集ご通知10頁に記

載のとおりであります。本議案が承認された場合、当社は各氏との契約を継続す

る予定であり、小野修一氏との間においても当該契約を締結する予定であります。 
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第３号議案 監査役３名選任の件 

監査役 會田寛氏、大橋孝郎氏及び明田雅昭氏は、本総会終結の時をもっ

て任期満了となります。つきましては、監査役３名の選任をお願いするもの

であります。 

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 

監査役候補者は次の通りであります。 
 

候補者 

番号 

氏
ふり

 名
がな

 

（生年月日） 

略歴、当社における地位 

（重要な兼職の状況） 

所有する当社

株 式 数

※ 

１ 

堰合
せきあい

 昭夫
あ き お

 

(昭和25年６月14日生) 

昭和50年４月 日本電信電話公社入社 

平成１年７月 エヌ・ティ・ティデータ通信株式会社 

（現株式会社エヌ・ティ・ティ・データ） 

総務部担当部長 

平成14年７月 東京エヌ・ティ・ティデータ通信システムズ

株式会社 取締役経営企画部長 

平成16年６月 株式会社エヌ・ティ・ティデータシステムデ

ザイン 代表取締役社長 

平成20年６月 エヌ・ティ・ティデータソフィア株式会社 

常務取締役 経営企画本部長（現任） 

－

２ 
大橋
おおはし

 孝郎
た か お

 

(昭和18年３月11日生) 

昭和40年４月 興亜火災海上保険株式会社入社 

昭和61年10月 興亜火災投資顧問株式会社 常務取締役 

昭和62年４月 同社 代表取締役 

平成15年７月 ムーンライトキャピタル株式会社 取締役 

平成20年12月 同社 顧問 

平成21年４月 同社 退職 

平成23年６月 当社監査役（現任） 

－

３ 
明田
あ け だ

 雅昭
よしあき

 

(昭和26年11月23日生) 

昭和52年４月 株式会社野村総合研究所入社 

平成12年６月 野村ファンド・リサーチ・アンド・テクノロ

ジー株式会社 常務取締役 

平成19年１月 同社 常務執行役 

平成21年４月 同社 参事 

平成21年５月 青葉ナレッジ・コンサルティング代表(現任) 

平成21年９月 明治大学商学部講師 

平成22年４月 武蔵大学経済学部講師（現任） 

平成23年６月 当社監査役（現任） 

（重要な兼職の状況） 

青葉ナレッジ・コンサルティング代表(現任) 

武蔵大学経済学部講師（現任） 

－

（注）１．※印は、新任監査役候補者であります。 

２．各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 

３．各候補者は社外監査役の候補者であります。 

４．堰合昭夫氏は、企業経営について経験豊富で、広範な知識を活かした有効な助言

を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 
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５．大橋孝郎氏は、企業経営について経験豊富であり、企業経営を統治する十分な見

識を有しておられることから、社外監査役として選任をお願いするものでありま

す。 

６．明田雅昭氏は、野村グループ企業の常務取締役を務めるなどの豊富なビジネス経

験があり、それらを当社監査体制の強化に活かしていただけるものと判断し、社

外監査役として選任をお願いするものであります。 

７．当社は、大橋孝郎氏及び明田雅昭氏との間で、会社法第423条第１項の損害賠償責

任を限定する契約を締結しており、その内容は本招集ご通知10頁に記載のとおり

であります。本議案が承認された場合、当社は各氏との契約を継続する予定であ

り、堰合昭夫氏との間においても当該契約を締結する予定であります。 

８．監査役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって、大橋孝郎氏及び明田

雅昭氏とも１年となります。 

９．当社は、大橋孝郎氏及び明田雅昭氏を、東京証券取引所等の定めに基づく独立役

員として届け出ており、両氏の再任が承認された場合、当社は引き続き独立役員

とする予定です。 

以 上  


